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許認可手続きを簡素化するための最新の取り組みとして、2021 年 8 月からインドネシアの投資調整庁(Badan Koordinasi 

Penanaman Modal、以下「BKPM」といいます。)は、リスクベース評価に基づきライセンスを発行する「新しい」オンライン・シングル

提出システム(以下「OSS RBA」といいます。)の運用を開始しました。OSS RBA は、当初 2021 年 6 月開始が予定されていました

が、何度か開始時期が延期されていました。 

 

OSS RBA では、各政府機関のシステムが統合され、各産業分類において必要となる様々な方針や要件(外国人による株式保有

制限、必要手続き、ライセンス発行のスケジュールなど)が自動的に表示されます。OSS RBA は、企業が自社の事業を一つの手

続きで登録できるようにするだけでなく、ライセンス取得に必要な要件を明確にし、ひいては透明性の向上につながるものと期待

されています。 

 

当事務所の経験から、OSS RBA の特徴を説明します。 

 

• 従来の OSS システムと比較して、OSS RBA は明確な指示を提示するため、ライセンス申請時に企業が提出する必要のある

書類や情報が分かりやすくなっています。 

 

• 現時点では、OSS RBA では、Internet of Things (IoT)のように、複数のリスク分類に該当する産業分類について、複数のライ

センスを申請することはできません。BKPM は、この不具合を修正しようとしているようです。 

 

外国人の株式保有制限は、主に 2021 年大統領令第 49 号によって改正された 2021 年大統領令第 10 号(以下「大統領令

10/2021」といいます。)が定める、いわゆるポジティブリストに規定されていますが、各省庁が別途外資規制を制定している場合も

あります。OSS RBA では、これらの法令をふまえてある事業に適用される制限が表示されるようになっており、適用ある制限がよ

りわかりやすくなっています。例えば大統領令 10/2021 では、先進的技術を有する建設業について、外国人による株式保有につ

いて特段の制限は課されていませんが、公共事業及び公共住宅省の現在のポリシー並びに最近制定された 2021 年政令第 5 号

によれば、先進的技術を有する建設業については、ASEAN 諸国以外の外国からの投資は 67%まで、ASEAN 諸国からの投資は

70%までに制限されています。OSS RBA では、2021 年政令第 5 号で規定された株式保有制限が表示されています。 
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本ニューズレターは、インドネシアの独立の事務所であり、西村あさひ法律事務所と提携関係にある Walalangi & Partners と共同で作成しています。 

 

当事務所では、クライアントの皆様のビジネスニーズに即応すべく、弁護士等が各分野で時宜にかなったトピックを解説したニューズレターを執筆し、

随時発行しております。N&A ニューズレター購読をご希望の方は N&A ニューズレター 配信申込・変更フォームよりお手続きをお願いいたします。 

また、バックナンバーはこちらに掲載しておりますので、あわせてご覧ください。 

 

本ニューズレターはリーガルアドバイスを目的とするものではなく、個別の案件については当該案件の個別の状況に応じ、日本法または現地法弁護

士の適切なアドバイスを求めていただく必要があります。また、本稿に記載の見解は執筆担当者の個人的見解であり、当事務所または当事務所の

クライアントの見解ではありません。 
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